
　伝染性膿痂疹（でんせんせいのうかしん）とよばれる病気で、虫
さされやあせもをかきむしったり、傷口から細菌が感染する
ことで発症します。アトピー性皮膚炎があると皮膚のバリ
ア機能が低下するため、「とびひ」になりやすい傾向があ
ります。
　
　とびひは大きく分けると｢水疱性膿痂疹（すいほうせい
のうかしん）｣と｢痂皮性膿痂疹（かひせいのうかしん）｣に
分けられ、それぞれ感染の原因となる細菌と症状が異なり
ます。
●水泡性膿痂疹（すいほうせいのうかしん）

　黄色ブドウ球菌が皮膚に感染することにより発症しま
す。６歳くらいまでの乳幼児に多く、夏によくみられます。
かゆみが強く水ぶくれができ、水ぶくれが破れて皮膚の表
面がただれてしまいます。
　かゆみのためにかきむしった手で全身を触ることで広が
ることがあります。
●痂疲性膿痂疹（かひせいのうかしん）

　溶血性連鎖球菌が皮膚に感染することにより、年齢や
季節に関係なく発症します。炎症を起こして赤く腫れ、厚
いかさぶたができます。感染することで発熱やリンパ節の
腫れなどが見られる場合もあります。
　
　抗生剤の飲み薬や塗り薬が処方されます。水ぶくれが
大きい場合は、かきむしって潰さないように中の液を排出
することもあります。かゆみがひどい場合は抗ヒスタミン剤
の飲み薬が処方されることがあります。
　登校や登園に制限はありませんが、病変部を覆って他
の子どもにうつさないようにしましょう。またタオルなどを共
用しないようにしましょう。
　プールの水で感染することはありませんが、プールに入
ると、かきむしって悪化することがあり、接触によって他の
子にうつすことがあるのでプールや水泳は控えましょう。

　こまめに手洗いを行い、お風呂やシャワーで全身の肌
を清潔に保ちましょう。
　鼻の入り口にはとびひの原因菌がたくさんいるため、鼻
を触らないように指導しましょう。
　虫さされやケガはきちんと治療して、かきむしらないよう
にしましょう。

水いぼととびひについて

　伝染性軟属腫（でんせんせいなんぞくしゅ）ウイルスが皮膚の
小さな傷や毛穴から入り込み、皮膚の細胞に感染・増殖
していぼになります。主に接触によって直接感染しますが、
タオルなどを共用することによって間接的に感染すること
もあります。
　
　１～５ミリ大の肌色からすこし赤みを帯びた丸いツヤツ
ヤした柔らかいいぼで、大きいものでは中心にわずかな凹
みができます。中には白いチ－ズ状のかたまりが入ってい
ます。この中に、ウイルスがたくさん含まれており、付着す
ることで感染が広がります。全身に発症しますが胸やおな
か、わきの下などのすれる場所に多くみられます。ほとんど
の場合自覚症状はありません。アトピー性皮膚炎のお子
さんでは、かいて広がっていくことがあります。
　
　日本小児科学会は水いぼの治療は不要としています。
６か月から数年ほどでウイルスに対する免疫がついて自
然に治癒します。しかし、病変が広がったり、他の子にうつ
したりすることを防止するために、痛み止めのテープを
使ってからピンセットで取ったり、液体窒素で除去するな
ど積極的に治療することもあります。取ったあとに新しい
病変が出現することも少なくありません。ヨクイニンという
漢方薬には治癒を早める効果があると言われています。
　
　登園や登校の制限はありません。ジクジクしたところに
は衣類・包帯・ばんそうこうで覆い、他の子どもへの感染
を防ぎましょう。
　プールの水では感染しないのでプールを禁止する必
要はありません。しかし、タオルや水着・浮き輪・ビート板な
どを共用しないようにしましょう。また、プールのあとには
シャワーで肌を清潔にするように指導しましょう。
　皮膚の保湿や手洗いの励行などの一般的な予防をこ
ころがけることも大切です。
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まずは制度を知って欲しい
　このガイドブックは、さまざまな支援制度を知っていただくこ
とで、子どもたちに将来の選択肢を広げて欲しいと考えて作られ
ました。

　児童家庭支援センターは、児童相談所
や市町村その他の関係機関と連携しつつ、
地域に密着したよりきめ細かな相談支援
を行う児童福祉施設です。

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、子育て
世帯生活支援特別給付金が支給されます。
　給付金は、児童扶養手当を受給している世帯等の児童やその他住民税非課税の子育て世帯の児
童について、児童一人当たり一律５万円が支給されます。

どんな内容？
　教育、生活、就労、経済的支援の４つに分類し、
子どもの成長段階に応じた支援制度とその概要を
紹介しています。全体版にはお問合せ先も掲載し
ています。
　まずは右のQRコードからご覧ください。

困ったときの相談機関

低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

●県央児童家庭支援センター（ラポールセンター）
　〒856-0811 大村市原口町591-2
　TEL.（0957）55-9431

●みなみやまてこども家庭支援センターびぃどろ
　〒850-0931 長崎市南山手町16-33
　TEL.（095）893-5231

●児童家庭支援センターひだまり
　〒855-0865 島原市船泊町丁3289-1
　TEL.（0957）61-0502
　児童家庭支援センターについてはこちら ⇒
　https://www.pref.nagasaki.jp

子育て中の保護者、
児童生徒向けの

支援制度をまとめました

●支給対象者や申請手続き等の詳細についての問い合わせ先
　お住まいの市役所、町役場へお問合せください。
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